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会費の口座振替は
10月15日（火）です

平成25年度下期分の会費納入にご協力をお願い
いたします。

６月１７日に河原子海岸で発見されたウミガメの卵が８月１１日の夜にふ化し、１２日の夜、河原子海岸で放流が行
われました。ふ化した子ガメは６４匹で、沖へ向かって元気に泳いでいきました。

2013

■今年は議員改選の年です

　部会会議のご案内

■商工会議所の動き

■特集　消費税転嫁対策特別措置法

■相談所だより

　経営安定特別相談室/専門相談・法律相談

　女性のための創業塾のご案内/記帳指導

■リレー随想（その１６３）

………………………… 2

………………………………… 3

…………… 4～5

……… 6

………… 7

………………………… 8

■会員探訪

■会議所インフォメーション
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第1573号　（毎月20日発行） 平成25年9月20日　②

10
月
４
日（
金
）か
ら
受
付

　平
成
25
年
期
１
号
議
員
の
立
候

補
の
受
け
付
け
が
、
下
記
に
よ
り

開
始
さ
れ
ま
す
。

①
立
候
補
受
付
期
間

10
月
４
日
（
金
）
か
ら
10
月
15

日
（
火
）
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
ま
で
。

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
の
受
付
は

　行
い
ま
せ
ん
。

場
所

　日
立
商
工
会
議
所

　
　
　（
幸
町
１

－

21

－

２
）

②
選
挙
負
担
金
５
万
円
（
小
切
手

は
不
可
）を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

③
１
号
議
員
当
選
後
は
、
特
別
付

加
口
数
（
10
口
）
の
会
費
納
入

を
お
願
い
し
ま
す
。

　議
員
改
選
に
伴
い
現
在
当
所
で

は
、
選
挙
委
員
会
（
松
山
恒
男
委

員
長
）
が
定
め
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
沿
い
、
平
成
25
年
期
議
員
選
挙

選
任
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
９

月
６
日
に
行
わ
れ
た
選
挙
委
員
会

で
は
２
号
議
員
38
人
の
部
会
割
当

数
と
選
任
に
伴
う
部
会
会
議
日
程

に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　９
月
12
日
に
行
わ
れ
る
常
議
員

会
に
お
い
て
、
３
号
議
員
（
16
人
）

と
２
号
議
員
（
38
人
）
に
対
す
る

部
会
別
割
当
数
が
決
定
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　２
号
議
員
選
任
の
た
め
の
部
会

会
議
は
別
記
の
通
り
開
催
さ
れ
ま

す
の
で
、
所
属
す
る
部
会
会
議
へ

是
非
ご
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

１９７２（昭和４７年）日立化成の太陽熱温水器・及び
　　　　　　　　　ソーラーシステム取扱い開始
１９８２（昭和５２年）京セラソーラーシステム及び
　　　　　　　　　太陽光発電システム取扱い開始
１９８８（昭和６３年）指月電気、並に伸和技研製省エネ
　　　　　　　　　パック（コンデンサー設備）取扱い開始

住所　日立市若葉町1-17-5　前野ビル
ＴＥＬ 0294（23）0233　FAX 0294（23）0234
http://www.maenoshoji.co.jp

省エネルギー業歴40年

省エネルギー事業40年の歴史

前野商事株式会社

問
合
せ

　総
務
課

・POWER-PIPEは
　カナダ製の排水熱回収
　システムです

主な対象施設

温泉旅館・日帰り温泉施設
ホテル・ゴルフ場・フィットネス
クラブ 他

※前野ビル1Fショールームに
実証用システム展示中!!

選
挙
委
員
会
を

　
　
　
　開

　催

工業部会からのお知らせ
　当所工業部会では、（公財）日立地区産業支援センター（以下センター）との連携強化
並びに販路拡大支援策として、センターが収集した受発注案件情報を、工業部会員の
製造業事業所向けにＥメールで、随時情報提供ができるよう準備を進めています。
　希望する方は、事務局下記メールアドレスまでご連絡くださいますようお願いいた
します。

連絡先：工業政策課　　Ｅメール：suzukis@hitachicci .or . jp

１
号
議
員
の

　
　
　立
候
補

2号議員選任のための部会会議スケジュール

部　　会　　名 日　　　　　時 会　　　場

商 業 部 会

工 業 部 会

建 設 業 部 会

金 融 財 務 業 部 会

観 光 環 衛 業 部 会

交 通 運 輸 業 部 会

文 化 産 業 部 会

　９月２７日（金）午後２時

　９月２４日（火）午後３時

１０月　２日（水）午後１３時３０分

　９月２５日（水）午後３時

１０月　１日（火）午後３時

　９月２６日（木）午前１０時３０分

　９月２５日（水）午前１０時３０分

特 別 会 議 室

第 ４ 会 議 室

特 別 会 議 室

特 別 会 議 室

第 ４ 会 議 室

第 ２ 会 議 室

第 ２ 会 議 室

今
年
は
議
員
改
選
の
年
で
す

今
年
は
議
員
改
選
の
年
で
す

ベストの取付条件では設備費が１年以内で回収可能!!



消費税転嫁対策セミナー
「増税前のチャンスをつかめ」と題し駆け込み需要を取り込
むためのセミナーを開催

③　第1573号　（毎月20日発行） 平成25年9月20日

商工会議所の動き7月  8月7月  8月7月  8月
７月  ３日 正副会頭と７部会長５委員長会議
 正副会頭会議
７月  ８日 建設業部会議員協議会
７月１０日 常議員会
７月１６日 観光委員会
７月２２日 選挙委員会
７月２４日 ふるさと日立検定実行委員会
７月２５日 文化産業部会視察研修
 消費税転嫁対策セミナー
７月２６日 情報化委員会
７月２９日 第１２４回通常議員総会
７月３０日 観光環衛業部会議員協議会
８月  ４日 第５４回会頭杯野球大会決勝戦
８月  ７日 正副会頭会議
８月  ９日 あきんど探検少年団入団式
８月１６日 日商簿記３級取得講座開講式
８月２１日 第２９回茨城県商工会議所議員大会
 消費税転嫁対策セミナー
８月２３日 商業部会正副部会長会議
８月２６日 多賀地区懇談会
８月２７日 会員サービス委員会
 消費税転嫁対策セミナー
８月２８日 観光環衛業部会議員協議会
 文化産業部会セミナー

多賀地区懇談会
多賀地区の各商店会代表者と、会議所活動への理解を求め
るとともに要望事項等について意見交換を行う。

文化産業部会セミナー
筑波大学名誉教授　松本光弘氏を講師に人材育成セミナー
を開催する。

第29回茨城県商工会議所議員大会
県内の役員・議員１９０名が参加し、東日本大震災等からの
本格的な復興と再生や小規模企業の経営安定強化など７項
目を決議。（写真は大会宣言（案）を読上げる秋山会頭）
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　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

消
費
者
に
誤
認
を
与
え
た
り
、
納

入
業
者
へ
の
買
い
た
た
き
や
競
合

す
る
小
売
店
の
転
嫁
を
阻
害
し
た

り
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

事
業
者
が
、
平
成
26
年
４
月
１
日

以
後
に
お
け
る
自
己
の
供
給
す
る

商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、

次
の
３
つ
の
表
示
を
行
う
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

①
取
引
の
相
手
方
に
消
費
税
を
転

嫁
し
て
い
な
い
旨
の
表
示

　（
例
）

「
消
費
税
は
転
嫁
し
ま
せ
ん
」「
消

費
税
は
当
店
が
負
担
し
て
い
ま
す
」

②
取
引
の
相
手
方
が
負
担
す
べ
き

消
費
税
を
対
価
の
額
か
ら
減
ず
る

旨
の
表
示
で
あ
っ
て
、
消
費
税
と

の
関
連
を
明
示
し
て
い
る
も
の

　

（
例
）「
消
費
税
率
上
昇
分
値
引
き

し
ま
す
」

③
消
費
税
に
関
連
し
て
取
引
の
相

手
方
に
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す

る
旨
の
表
示
で
あ
っ
て
、②
の
表
示

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の

　（
例
）「
消
費
税

相
当
分
、
次
回
の
購
入
に
利
用
で

き
る
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
」

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　「
消
費
税
」と
い
う
文
言
を
含

め
た
宣
伝
広
告
が
禁
止
さ
れ
、

「
消
費
税
」と
い
う
文
言
を
含
ま

な
い
表
現
に
つ
い
て
は
、「
宣
伝

や
広
告
の
表
示
全
体
か
ら
消
費

税
を
意
味
す
る
こ
と
が
客
観
的

に
明
ら
か
な
場
合
」
で
な
け
れ

ば
禁
止
さ
れ
る
表
示
に
は
当
た

ら
な
い
と
い
う
の
が
現
時
点
の

政
府
の
考
え
で
す
。し
か
し
、そ

の
境
界
線
は
あ
い
ま
い
で
す
。

こ
の
規
制
は
全
て
の「
事
業
者
」

が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
違

法
な
表
示
に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
政
府
か
ら
公
表
さ
れ
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
具
体
例
を
確

認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　平
成
26
年
４
月
及
び
平
成
27
年

10
月
に
２
回
に
わ
た
り
消
費
税
率

が
引
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
が
、

こ
の
引
上
げ
に
際
し
、
消
費
税
の

円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
を
確
保
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
25

年
６
月
５
日
に
、「
消
費
税
の
円

滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た

め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る

行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」（
以
下「
転
嫁
対
策
特
別
措

置
法
」
と
い
い
ま
す
。）
が
成
立
し

ま
し
た
。
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

は
、
同
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
、
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
適

用
さ
れ
る
時
限
立
法
で
す
。

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
は
、
主

に
、
４
つ
の
「
特
別
措
置
」
と
「
国

等
の
責
務
」
が
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ポ
イ
ン

ト
を
解
説
し
ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　法
律
の
適
用
例
等
詳
細
に
つ

い
て
は
、
今
後
政
府
か
ら
公
表

さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
示

さ
れ
ま
す
。
公
正
取
引
委
員
会
、

消
費
者
庁
、
財
務
省
等
か
ら
の

今
後
の
情
報
に
注
目
し
ま
し
ょ

う
。

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

「
特
定
事
業
者
」が
、
平
成
26
年
４

月
１
日
以
後
に
「
特
定
供
給
事
業

者
」
か
ら
受
け
る
商
品
又
は
役
務

の
供
給
に
関
し
て
、
消
費
税
の
転

嫁
拒
否
等
の
行
為
を
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

　規
制
の
対
象
と
な
る
「
特
定
事

業
者
」は
次
の
２
つ
で
す
。

①「
大
規
模
小
売
事
業
者
」

　

②「
資
本
金
の
額
等
が
３
億
円
以

下
で
あ
る
事
業
者
」
等
か
ら
継
続

し
て
商
品
又
は
役
務
の
供
給
を
受

け
る「
法
人
で
あ
る
事
業
者
」（
大

規
模
小
売
事
業
者
を
除
く
）

　

　一
方
、
保
護
さ
れ
る
「
特
定
供

給
事
業
者
」
は
、
特
定
事
業
者
が

①
②
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ

て
、
以
下
の
と
お
り
の
組
み
合
わ

せ
に
な
り
ま
す
。

　特
定
事
業
者
が
①
の
場
合
、
特

定
供
給
事
業
者
は
、
大
規
模
小
売

事
業
者
に
継
続
し
て
商
品
又
は
役

務
を
供
給
す
る
事
業
者
と
な
り
ま

す
。　特

定
事
業
者
が
②
の
場
合
、
特

定
供
給
事
業
者
は
、
こ
の
資
本
金

の
額
等
が
３
億
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
等
と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、
禁
止
さ
れ
る
転
嫁
拒
否

等
の
行
為
は
、
次
の
４
類
型
と
な

り
ま
す
。

①
減
額
、
買
い
た
た
き

（
減
額
の
例
）本
体
価
格
に
消
費
税

分
を
上
乗
せ
し
た
額
を
対
価
と
す

る
旨
契
約
し
て
い
た
が
、
消
費
税

分
の
全
部
又
は
一
部
を
事
後
的
に

対
価
か
ら
減
じ
る
こ
と

（
買
い
た
た
き
の
例
）原
材
料
費
の

低
減
等
の
状
況
変
化
が
な
い
中

で
、
消
費
税
率
引
上
げ
前
の
税
込

価
格
に
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
上

乗
せ
し
た
額
よ
り
も
低
い
対
価
を

定
め
る
こ
と

②
購
入
強
制
、
役
務
の
利
用
強
制
、

不
当
な
利
益
提
供
の
強
制

（
購
入
強
制
の
例
）消
費
税
率
引
上

げ
分
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
を
受
け

入
れ
る
代
わ
り
に
、
取
引
先
に
デ

ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
の
チ
ケ
ッ
ト
を
購

入
さ
せ
る
こ
と

③
税
抜
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否

　

（
例
）税
抜
価
格

（
本
体
価
格
）で

交
渉
し
た
い
と

い
う
申
出
を
拒

否
す
る
こ
と

④
報
復
行
為

　

（
例
）転
嫁
拒
否

さ
れ
た
事
業
者

が
①
〜
③
の
行

為
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
公

正
取
引
委
員
会

等
に
知
ら
せ
た

こ
と
を
理
由

に
、
取
引
の
数

量
を
減
ら
し
た

り
、
取
引
を
停

止
し
た
り
す
る

な
ど
、
不
利
益

な
取
扱
い
を
す

る
こ
と

　特
定
事
業
者

が
、
違
法
な
転

嫁
拒
否
等
の
行

為
を
し
た
場
合
、
公
正
取
引
委
員

会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長

官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う

と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
が

勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
し

ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　特
定
事
業
者
は
、
違
反
行
為

が
公
表
さ
れ
れ
ば
、
企
業
イ
メ

ー
ジ
・
信
用
が
著
し
く
失
わ
れ

ま
す
。
公
正
な
取
引
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。
一
方
、
転
嫁
拒
否

等
の
行
為
を
受
け
た
特
定
供
給

事
業
者
は
、
各
地
の
商
工
会
議

所
や
公
正
取
引
委
員
会
の
専
門

の
相
談
窓
口
に
相
談
で
き
ま

す
。

10
月
か
ら
施
行

減
額
・
買
い
た
た
き
等
が
禁
止
さ
れ
ま
す

「
消
費
税
還
元
セ
ー
ル
」な
ど
の
宣
伝
広
告
を
禁
止

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
、
公

正
取
引
委
員
会
に
届
出
を
す
る

と
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
商
品
又
は
役
務
の
供
給
に
つ

い
て
、
独
占
禁
止
法
の
例
外
と
し

て
、「
転
嫁
カ
ル
テ
ル
」
及
び
「
表

示
カ
ル
テ
ル
」が
認
め
ら
れ
ま
す
。

①
転
嫁
カ
ル
テ
ル
と
は
、
消
費
税

の
転
嫁
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共

同
行
為
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
例
）事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
主
的

に
定
め
て
い
る
本
体
価
格
に
消
費

税
額
分
を
上
乗
せ
す
る
旨
の
決
定

や
、
消
費
税
額
分
を
上
乗
せ
し
た

結
果
、
計
算
上
生
じ
る
端
数
を
、

切
上
げ
、
切
捨
て
、
四
捨
五
入
等

に
よ
り
合
理
的
な
範
囲
で
処
理
す

る
こ
と
の
決
定

②
表
示
カ
ル
テ
ル
と
は
、消
費
税
に

つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に

係
る
共
同
行
為
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。（
例
）税
率
引
上
げ
後
の
価
格
に

つ
い
て
、「
税
込
価
格
」
と
「
消
費
税

額
」と
を
並
べ
て
表
示
し
た
り
、「
税

込
価
格
」と「
税
抜
価
格
」と
を
並
べ

て
表
示
す
る
よ
う
に
、統
一
的
な
表

示
方
法
を
用
い
る
こ
と
の
決
定

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　「
本
体
価
格
」を
決
め
る
こ
と

は
、
例
外
に
当
た
ら
ず
、
独
占

禁
止
法
に
違
反
す
る
行
為
と
な

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
転
嫁
カ
ル
テ
ル
に

つ
い
て
は
、
参
加
事
業
者
の
３

分
の
２
以
上
が
中
小
事
業
者
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　こ
の
例
外
を
受
け
る
た
め
に

は
公
正
取
引
委
員
会
に
事
前
に

届
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

届
出
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
今

後
、政
府
か
ら
公
表
さ
れ
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

「
転
嫁
カ
ル
テ
ル
」や「
表
示
カ
ル
テ
ル
」が
認
め
ら
れ
ま
す

　い
わ
ゆ
る
小
売
段
階
に
お
い
て
、

消
費
者
に
商
品
の
販
売
や
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
行
う
課
税
事
業
者
に

は
、値
札
や
チ
ラ
シ
等
に
お
い
て
あ

ら
か
じ
め
そ
の
取
引
価
格
を
表
示

す
る
際
に
、消
費
税
額
を
含
め
た
価

格
を
表
示
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
総
額
表
示
義
務
」
と
い
い

ま
す（
図
１
）。転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
で
は
、消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正

な
転
嫁
の
確
保
や
事
業
者
の
値
札

の
貼
り
替
え
等
の
事
務
負
担
へ
の

配
慮
の
観
点
か
ら
、こ
の
総
額
表
示

義
務
の
弾
力
的
運
用
を
行
い
、２
つ

の
特
例
を
認
め
ま
し
た
。

①
外
税
表
示（
図
２
）

　ま
ず
、「
現
に
表
示
す
る
価
格
が

税
込
価
格
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
な

い
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と

き
」に
限
り
、
税
込
価
格
を
表
示
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
、
つ
ま
り
、

外
税
表
示
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
消
費
者

へ
の
配
慮
の
観
点
か
ら
、
で
き
る

だ
け
速
や
か
に
税
込
価
格
を
表
示

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
税
抜
価
格
の
強
調
表
示（
図
３
）

　次
に
、総
額
表
示
を
続
け
る
場
合

に
も
転
嫁
対
策
の
手
当
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
、「
税
込
価
格
」
に
併

せ
て「
税
抜
価
格
」ま
た
は「
消
費
税

の
額
」を
表
示
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

　次
に
、「
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表

示
さ
れ
て
い
る
と
き
」は
、
税
抜
価

格
を
強
調
し
て
表
示
し
て
も
景
品

表
示
法
第
４
条
第
１
項
の
不
当
表

示
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
確
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　価
格
表
示
に
関
す
る
２
つ
の

「
税
抜
き
価
格
の
強
調
表
示
」や「
外
税
表
示
」が
認
め
ら
れ
ま
す

関

　義
之（
せ
き

　よ
し
ゆ
き
）

荒
井
総
合
法
律
事
務
所
所
属

（
弁
護
士
・
中
小
企
業
診
断
士
）

日
本
商
工
会
議
所
平
成
25
年
度
消
費

税
転
嫁
対
策
窓
口
相
談
等
事
業
実
施

Ｗ
Ｇ
の
作
業
チ
ー
ム
に
所
属
。

特
例
は
、
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
の
施
行
日
で
あ
る
平
成
25
年

10
月
１
日
か
ら
認
め
ら
れ
ま

す
。
消
費
税
率
引
上
げ
日
で
あ

る
平
成
26
年
４
月
１
日
よ
り
前

か
ら
認
め
ら
れ
る
特
例
で
す
の

で
、値
札
の
変
更
等
の
準
備
は
、

余
裕
を
も
っ
て
早
め
に
と
り
か

か
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

1  

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
是
正

2  

消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正

4  

消
費
税
の
転
嫁
及
び
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為

3  

価
格
の
表
示

【図3】　税抜き価格の強調表示の例

（税込10,800円）
10,000円

本体価格 税込み価格を
明瞭に表示する

【図1】　総額表示の例

10,800円（税込）

10,800円（税抜価格10,000円）

10,800円（うち消費税額等800円）

【図2】　外税表示の例

〈誤認されないための措置の例〉
個々の商品の値札の表示価格で、

　税抜き価格であることを明確にする

店内の目に付きやすい場所や
　各商品棚などに次のような掲示をする

＋ 円（税）＋税
円 円 円

（税抜）

当店の価格は全て
税抜き表示となっています。
レジ精算時に別途

消費税相当額を申し受けます。

2つの組み合わせがあります。

特定事業者 特定供給事業者

Aパターン
大規模小売事業者 大規模小売事業者 に継続して商品または

役務を供給する事業者

Bパターン
大規模小売事業者

以外

次の事業者から継続して
商品または役務の供給を
受ける法人である事業者

（ を除く）
個人である事業者
人格のない社団等である事業者
資本金等の額が3億円以下である
　事業者

に継続して
商品または役務を供給する

次の事業者
個人である事業者
人格のない社団等である事業者
資本金等の額が3億円以下である

　事業者

は資本金の大きさは
関係ありません

AパターンもBパターンも全ての商品
およびサービスが対象になります

と の資本金の
大小は問いません

　消
費
税
の
引
き
上
げ
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に「
転
嫁
対
策
特
別

措
置
法
」が
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。同
法
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

弁
護
士
・
中
小
企
業
診
断
士
の
関
義
之
さ
ん
に
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

特  集

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

円
滑
か
つ
適
正
な
価
格
転
嫁
を
サ
ポ
ー
ト

【表】 転嫁対策特別措置法のポイント

【図】 「特定事業者」と「特定供給事業者」の関係

①消費税の転嫁拒否等の行為（減額、買いたたき等）の禁止

②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止

③「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜価格の強調
表示」が認められる

④中小企業が共同で価格転嫁すること（転嫁カルテル）や、
表示方法を統一すること（表示カルテル）が認められる

⑤国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備が国等の責
務として明確化
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　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

消
費
者
に
誤
認
を
与
え
た
り
、
納

入
業
者
へ
の
買
い
た
た
き
や
競
合

す
る
小
売
店
の
転
嫁
を
阻
害
し
た

り
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

事
業
者
が
、
平
成
26
年
４
月
１
日

以
後
に
お
け
る
自
己
の
供
給
す
る

商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、

次
の
３
つ
の
表
示
を
行
う
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

①
取
引
の
相
手
方
に
消
費
税
を
転

嫁
し
て
い
な
い
旨
の
表
示

　（
例
）

「
消
費
税
は
転
嫁
し
ま
せ
ん
」「
消

費
税
は
当
店
が
負
担
し
て
い
ま
す
」

②
取
引
の
相
手
方
が
負
担
す
べ
き

消
費
税
を
対
価
の
額
か
ら
減
ず
る

旨
の
表
示
で
あ
っ
て
、
消
費
税
と

の
関
連
を
明
示
し
て
い
る
も
の

　

（
例
）「
消
費
税
率
上
昇
分
値
引
き

し
ま
す
」

③
消
費
税
に
関
連
し
て
取
引
の
相

手
方
に
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す

る
旨
の
表
示
で
あ
っ
て
、②
の
表
示

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の

　（
例
）「
消
費
税

相
当
分
、
次
回
の
購
入
に
利
用
で

き
る
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
」

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　「
消
費
税
」と
い
う
文
言
を
含

め
た
宣
伝
広
告
が
禁
止
さ
れ
、

「
消
費
税
」と
い
う
文
言
を
含
ま

な
い
表
現
に
つ
い
て
は
、「
宣
伝

や
広
告
の
表
示
全
体
か
ら
消
費

税
を
意
味
す
る
こ
と
が
客
観
的

に
明
ら
か
な
場
合
」
で
な
け
れ

ば
禁
止
さ
れ
る
表
示
に
は
当
た

ら
な
い
と
い
う
の
が
現
時
点
の

政
府
の
考
え
で
す
。し
か
し
、そ

の
境
界
線
は
あ
い
ま
い
で
す
。

こ
の
規
制
は
全
て
の「
事
業
者
」

が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
違

法
な
表
示
に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
政
府
か
ら
公
表
さ
れ
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
具
体
例
を
確

認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　平
成
26
年
４
月
及
び
平
成
27
年

10
月
に
２
回
に
わ
た
り
消
費
税
率

が
引
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
が
、

こ
の
引
上
げ
に
際
し
、
消
費
税
の

円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
を
確
保
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
25

年
６
月
５
日
に
、「
消
費
税
の
円

滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た

め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る

行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」（
以
下「
転
嫁
対
策
特
別
措

置
法
」
と
い
い
ま
す
。）
が
成
立
し

ま
し
た
。
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

は
、
同
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
、
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
適

用
さ
れ
る
時
限
立
法
で
す
。

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
は
、
主

に
、
４
つ
の
「
特
別
措
置
」
と
「
国

等
の
責
務
」
が
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ポ
イ
ン

ト
を
解
説
し
ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　法
律
の
適
用
例
等
詳
細
に
つ

い
て
は
、
今
後
政
府
か
ら
公
表

さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
示

さ
れ
ま
す
。
公
正
取
引
委
員
会
、

消
費
者
庁
、
財
務
省
等
か
ら
の

今
後
の
情
報
に
注
目
し
ま
し
ょ

う
。

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

「
特
定
事
業
者
」が
、
平
成
26
年
４

月
１
日
以
後
に
「
特
定
供
給
事
業

者
」
か
ら
受
け
る
商
品
又
は
役
務

の
供
給
に
関
し
て
、
消
費
税
の
転

嫁
拒
否
等
の
行
為
を
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

　規
制
の
対
象
と
な
る
「
特
定
事

業
者
」は
次
の
２
つ
で
す
。

①「
大
規
模
小
売
事
業
者
」

　

②「
資
本
金
の
額
等
が
３
億
円
以

下
で
あ
る
事
業
者
」
等
か
ら
継
続

し
て
商
品
又
は
役
務
の
供
給
を
受

け
る「
法
人
で
あ
る
事
業
者
」（
大

規
模
小
売
事
業
者
を
除
く
）

　

　一
方
、
保
護
さ
れ
る
「
特
定
供

給
事
業
者
」
は
、
特
定
事
業
者
が

①
②
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ

て
、
以
下
の
と
お
り
の
組
み
合
わ

せ
に
な
り
ま
す
。

　特
定
事
業
者
が
①
の
場
合
、
特

定
供
給
事
業
者
は
、
大
規
模
小
売

事
業
者
に
継
続
し
て
商
品
又
は
役

務
を
供
給
す
る
事
業
者
と
な
り
ま

す
。　特

定
事
業
者
が
②
の
場
合
、
特

定
供
給
事
業
者
は
、
こ
の
資
本
金

の
額
等
が
３
億
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
等
と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、
禁
止
さ
れ
る
転
嫁
拒
否

等
の
行
為
は
、
次
の
４
類
型
と
な

り
ま
す
。

①
減
額
、
買
い
た
た
き

（
減
額
の
例
）本
体
価
格
に
消
費
税

分
を
上
乗
せ
し
た
額
を
対
価
と
す

る
旨
契
約
し
て
い
た
が
、
消
費
税

分
の
全
部
又
は
一
部
を
事
後
的
に

対
価
か
ら
減
じ
る
こ
と

（
買
い
た
た
き
の
例
）原
材
料
費
の

低
減
等
の
状
況
変
化
が
な
い
中

で
、
消
費
税
率
引
上
げ
前
の
税
込

価
格
に
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
上

乗
せ
し
た
額
よ
り
も
低
い
対
価
を

定
め
る
こ
と

②
購
入
強
制
、
役
務
の
利
用
強
制
、

不
当
な
利
益
提
供
の
強
制

（
購
入
強
制
の
例
）消
費
税
率
引
上

げ
分
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
を
受
け

入
れ
る
代
わ
り
に
、
取
引
先
に
デ

ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
の
チ
ケ
ッ
ト
を
購

入
さ
せ
る
こ
と

③
税
抜
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否

　

（
例
）税
抜
価
格

（
本
体
価
格
）で

交
渉
し
た
い
と

い
う
申
出
を
拒

否
す
る
こ
と

④
報
復
行
為

　

（
例
）転
嫁
拒
否

さ
れ
た
事
業
者

が
①
〜
③
の
行

為
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
公

正
取
引
委
員
会

等
に
知
ら
せ
た

こ
と
を
理
由

に
、
取
引
の
数

量
を
減
ら
し
た

り
、
取
引
を
停

止
し
た
り
す
る

な
ど
、
不
利
益

な
取
扱
い
を
す

る
こ
と

　特
定
事
業
者

が
、
違
法
な
転

嫁
拒
否
等
の
行

為
を
し
た
場
合
、
公
正
取
引
委
員

会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長

官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う

と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
が

勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
し

ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　特
定
事
業
者
は
、
違
反
行
為

が
公
表
さ
れ
れ
ば
、
企
業
イ
メ

ー
ジ
・
信
用
が
著
し
く
失
わ
れ

ま
す
。
公
正
な
取
引
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。
一
方
、
転
嫁
拒
否

等
の
行
為
を
受
け
た
特
定
供
給

事
業
者
は
、
各
地
の
商
工
会
議

所
や
公
正
取
引
委
員
会
の
専
門

の
相
談
窓
口
に
相
談
で
き
ま

す
。

10
月
か
ら
施
行

減
額
・
買
い
た
た
き
等
が
禁
止
さ
れ
ま
す

「
消
費
税
還
元
セ
ー
ル
」な
ど
の
宣
伝
広
告
を
禁
止

　転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
、
公

正
取
引
委
員
会
に
届
出
を
す
る

と
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
商
品
又
は
役
務
の
供
給
に
つ

い
て
、
独
占
禁
止
法
の
例
外
と
し

て
、「
転
嫁
カ
ル
テ
ル
」
及
び
「
表

示
カ
ル
テ
ル
」が
認
め
ら
れ
ま
す
。

①
転
嫁
カ
ル
テ
ル
と
は
、
消
費
税

の
転
嫁
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共

同
行
為
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
例
）事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
主
的

に
定
め
て
い
る
本
体
価
格
に
消
費

税
額
分
を
上
乗
せ
す
る
旨
の
決
定

や
、
消
費
税
額
分
を
上
乗
せ
し
た

結
果
、
計
算
上
生
じ
る
端
数
を
、

切
上
げ
、
切
捨
て
、
四
捨
五
入
等

に
よ
り
合
理
的
な
範
囲
で
処
理
す

る
こ
と
の
決
定

②
表
示
カ
ル
テ
ル
と
は
、消
費
税
に

つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に

係
る
共
同
行
為
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。（
例
）税
率
引
上
げ
後
の
価
格
に

つ
い
て
、「
税
込
価
格
」
と
「
消
費
税

額
」と
を
並
べ
て
表
示
し
た
り
、「
税

込
価
格
」と「
税
抜
価
格
」と
を
並
べ

て
表
示
す
る
よ
う
に
、統
一
的
な
表

示
方
法
を
用
い
る
こ
と
の
決
定

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　「
本
体
価
格
」を
決
め
る
こ
と

は
、
例
外
に
当
た
ら
ず
、
独
占

禁
止
法
に
違
反
す
る
行
為
と
な

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
転
嫁
カ
ル
テ
ル
に

つ
い
て
は
、
参
加
事
業
者
の
３

分
の
２
以
上
が
中
小
事
業
者
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　こ
の
例
外
を
受
け
る
た
め
に

は
公
正
取
引
委
員
会
に
事
前
に

届
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

届
出
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
今

後
、政
府
か
ら
公
表
さ
れ
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

「
転
嫁
カ
ル
テ
ル
」や「
表
示
カ
ル
テ
ル
」が
認
め
ら
れ
ま
す

　い
わ
ゆ
る
小
売
段
階
に
お
い
て
、

消
費
者
に
商
品
の
販
売
や
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
行
う
課
税
事
業
者
に

は
、値
札
や
チ
ラ
シ
等
に
お
い
て
あ

ら
か
じ
め
そ
の
取
引
価
格
を
表
示

す
る
際
に
、消
費
税
額
を
含
め
た
価

格
を
表
示
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
総
額
表
示
義
務
」
と
い
い

ま
す（
図
１
）。転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
で
は
、消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正

な
転
嫁
の
確
保
や
事
業
者
の
値
札

の
貼
り
替
え
等
の
事
務
負
担
へ
の

配
慮
の
観
点
か
ら
、こ
の
総
額
表
示

義
務
の
弾
力
的
運
用
を
行
い
、２
つ

の
特
例
を
認
め
ま
し
た
。

①
外
税
表
示（
図
２
）

　ま
ず
、「
現
に
表
示
す
る
価
格
が

税
込
価
格
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
な

い
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と

き
」に
限
り
、
税
込
価
格
を
表
示
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
、
つ
ま
り
、

外
税
表
示
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
消
費
者

へ
の
配
慮
の
観
点
か
ら
、
で
き
る

だ
け
速
や
か
に
税
込
価
格
を
表
示

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
税
抜
価
格
の
強
調
表
示（
図
３
）

　次
に
、総
額
表
示
を
続
け
る
場
合

に
も
転
嫁
対
策
の
手
当
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
、「
税
込
価
格
」
に
併

せ
て「
税
抜
価
格
」ま
た
は「
消
費
税

の
額
」を
表
示
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

　次
に
、「
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表

示
さ
れ
て
い
る
と
き
」は
、
税
抜
価

格
を
強
調
し
て
表
示
し
て
も
景
品

表
示
法
第
４
条
第
１
項
の
不
当
表

示
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
確
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
関
先
生
の
コ
メ
ン
ト
】

　価
格
表
示
に
関
す
る
２
つ
の

「
税
抜
き
価
格
の
強
調
表
示
」や「
外
税
表
示
」が
認
め
ら
れ
ま
す

関

　義
之（
せ
き

　よ
し
ゆ
き
）

荒
井
総
合
法
律
事
務
所
所
属

（
弁
護
士
・
中
小
企
業
診
断
士
）

日
本
商
工
会
議
所
平
成
25
年
度
消
費

税
転
嫁
対
策
窓
口
相
談
等
事
業
実
施

Ｗ
Ｇ
の
作
業
チ
ー
ム
に
所
属
。

特
例
は
、
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
の
施
行
日
で
あ
る
平
成
25
年

10
月
１
日
か
ら
認
め
ら
れ
ま

す
。
消
費
税
率
引
上
げ
日
で
あ

る
平
成
26
年
４
月
１
日
よ
り
前

か
ら
認
め
ら
れ
る
特
例
で
す
の

で
、値
札
の
変
更
等
の
準
備
は
、

余
裕
を
も
っ
て
早
め
に
と
り
か

か
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

1  

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
是
正

2  
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正

4  

消
費
税
の
転
嫁
及
び
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為

3  

価
格
の
表
示

【図3】　税抜き価格の強調表示の例

（税込10,800円）
10,000円

本体価格 税込み価格を
明瞭に表示する

【図1】　総額表示の例

10,800円（税込）

10,800円（税抜価格10,000円）

10,800円（うち消費税額等800円）

【図2】　外税表示の例

〈誤認されないための措置の例〉
個々の商品の値札の表示価格で、

　税抜き価格であることを明確にする

店内の目に付きやすい場所や
　各商品棚などに次のような掲示をする

＋ 円（税）＋税
円 円 円

（税抜）

当店の価格は全て
税抜き表示となっています。
レジ精算時に別途

消費税相当額を申し受けます。

2つの組み合わせがあります。

特定事業者 特定供給事業者

Aパターン
大規模小売事業者 大規模小売事業者 に継続して商品または

役務を供給する事業者

Bパターン
大規模小売事業者

以外

次の事業者から継続して
商品または役務の供給を
受ける法人である事業者

（ を除く）
個人である事業者
人格のない社団等である事業者
資本金等の額が3億円以下である
　事業者

に継続して
商品または役務を供給する

次の事業者
個人である事業者
人格のない社団等である事業者
資本金等の額が3億円以下である

　事業者

は資本金の大きさは
関係ありません

AパターンもBパターンも全ての商品
およびサービスが対象になります

と の資本金の
大小は問いません

　消
費
税
の
引
き
上
げ
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に「
転
嫁
対
策
特
別

措
置
法
」が
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。同
法
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

弁
護
士
・
中
小
企
業
診
断
士
の
関
義
之
さ
ん
に
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

特  集

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

円
滑
か
つ
適
正
な
価
格
転
嫁
を
サ
ポ
ー
ト

【表】 転嫁対策特別措置法のポイント

【図】 「特定事業者」と「特定供給事業者」の関係

①消費税の転嫁拒否等の行為（減額、買いたたき等）の禁止

②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止

③「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜価格の強調
表示」が認められる

④中小企業が共同で価格転嫁すること（転嫁カルテル）や、
表示方法を統一すること（表示カルテル）が認められる

⑤国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備が国等の責
務として明確化



第1573号　（毎月20日発行） 平成25年9月20日　⑥

自治・振興金融融資制度 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）自治・振興金融融資制度 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）
【自治金融】
○限　度　額　運転1,000万円　設備1,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保証・担保　原則不要

　利率1.65％（平成25年9月1日現在）

【振興金融】
○限　度　額　運転2,000万円　設備2,000万円
○期　　　間　運転7年　設備7年
○保証・担保　原則不要・担保必要

　利率1.75％（平成25年9月1日現在）

※どちらも年利1.0％の利子補給が受けられます。
　お申込み・お問合せはお近くの金融機関または
　当所経営相談課まで

【マル経制度】
○限　度　額　1,500万円
○期　　　間　運転7年　設備10年
○保証・担保　原則不要

　利率1.75％（平成25年9月1日現在）

【マル経をご利用頂ける方】
○日立市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、税
務申告をしている方

○当所の経営指導を原則として6ヶ月以上受けている方
○従業員20名以下（商業・サービス業は5人以下）の小規
模事業者の方

○所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方

※年利1.10％の利子補給が受けられます。
　お申込み・お問合せは当所経営相談課まで

相談内容（随時受付）
・経　　営…事業承継、経営改善、法人設立、起業など
・労　　務…就業規則作成、雇用調整助成金申請など
・税　　務…所得税、消費税、確定申告、税務一般など
・許 認 可…会社設立等許可申請、建築・建設業許可など
・知的財産…特許権、実用新案権、意匠権、商標権取得など
・海外取引…輸出入、海外投資など

　事業経営が不振に陥った時は、「早期に適切な手を打つ」ことが重要なポイントです。受注・販
売不振、手形の決済など事業経営の先行きに不安が生じたらできるだけお早めに『経営安定特別
相談室』にご相談ください。

○経営安定特別相談室とは…
　経営不振に陥った事業所から相談を受け、再建の
見込みがある企業については関係機関との協力に
より再建の方策を講じるなど倒産を未然に防止す
ることを目的に設置されているのが「経営安定特別
相談室」です。相談室では商工調停士等の専門家が
相談に応じます。

○商工調停士とは…
　中小企業の倒産に関わる諸問題について解決に
向けての相談・アドバイスを行ないます。商工調停
士は、当所会頭から委嘱されています。

○お申込みにあたって…
　経営不振に陥った経緯などをお聞かせいただく
とともに相談アドバイスに必要な資料の提出をお
願いしています。

相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営相談課まで。相談無料・秘密厳守　お申込およびお問合せは経営相談課まで。

困った時には早めの相談！

相 談 の 手 順

相 談 申 込

相談内容の検討

・経営、財務内容の把握と分析
・倒産防止の方策の検討

調 停
債権者等関係者
への協力要請

・金融斡旋
・手形処理指導
・事業転換指導

・円滑な整理方法の検討

・法的手続き等の指導、助言

経 営 安 定特別相談室

専門相談会・法律相談専門相談会・法律相談 当所では会員限定の専門相談会、
法律相談を行っています。

○専門相談会○専門相談会
相談内容
・債権回収に関するトラブル、・事業承継に関するトラブル、
・契約に関するトラブル
・金銭賃借に関するトラブル、・労使関係に関するトラブル、
・クレームに関するトラブル
　　日　程　10月11日（金）　12月10日（火）　2月10日（月）
　　会　場　日立商工会議所会館
　　相談員　茨城県弁護士会日立地区弁護士
　　　　　　　　　　　　　　

○法律相談○法律相談 ※事前に予約お申込ください。※事前に相談内容を伺い、相談者と
　専門相談員で日程調整をおこないます。

■■■ 申込・問合せ　経営相談課 ■■■


